
 

 

 

 

 

 

 

この試験は､地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１７条第４項の規定に基づき岸和田市職員採用試験として実施

するものです。 

 

 
     

 
笑った顔、怒った顔、楽しそうな顔、悲しそうな顔…、市役所の仕事は様々な表情

の市民の皆さんと接する仕事です。バイタリティーと熱い心を持ち、人と接する仕

事が好きな人を求めます。 
 

 
 
 

 

１．地方公務員法第 16 条により、次に該当する人は受験できません。 
(ｱ) 成年被後見人、被保佐人（※） 
(ｲ) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 
(ｳ) 岸和田市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

職 種 採用人数 
受  験  資  格 

学 歴 ・ 免 許 年 齢 要 件  

事務職（初級） 

15 名程度 

高校卒業程度の学力を持つ人 
平成４年４月２日から平成８年４

月１日までに生まれた人 

事務職（上級） 大学卒業程度の学力を持つ人 
昭和６０年４月２日から平成４年４

月１日までに生まれた人 

事務職 

（身体障害者：初級） 

１名 

初級：高校卒業程度の学力を持つ人

で次の①②の要件を全て満たす人 

上級：大学卒業程度の学力を持つ人

で次の①②の要件を全て満たす人 
①身体障害者手帳の交付を受けている人 
②自力で通勤でき、介護者なしで事務職
としての職務ができ、活字印刷文による
出題に対応できる人 

平成４年４月２日から平成８年４

月１日までに生まれた人 

事務職 

（身体障害者：上級） 

昭和６０年４月２日から平成４年４

月１日までに生まれた人 

事務職 

（手話通訳業務等） 
１名 

高校卒業程度の学力を持つ人で、手

話通訳士資格取得者または都道府県

で手話通訳者として登録している人 

昭和４８年４月２日以降に生まれ

た人 

技術職 

（上級：土木職） 
４名 

大学卒業程度の学力を持ち、土木に

ついて大学卒業程度の知識を持つ人 

昭和５８年４月２日から平成４年４

月１日までに生まれた人 

１．岸和田市が求める人材 

２．採用予定職種・人数・受験資格 

平成 25年度岸和田市職員採用試験案内 

（事務職・技術職） 



(ｴ) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張

する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 
※ 民法の一部を改正する法律（平成 11 年法律第 149 号）附則第３条第３項の規定により、従前の例によるこ

ととされる者を含む。 
２．全職種とも、変則勤務が可能な人に限ります。 
３．事務職（上級・身体障害者：上級）、技術職（上級：土木職）は、平成４年４月２日以降に生まれた人で、学校教

育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく大学（短期大学を除く）を卒業した人（来春卒業見込み者を含む）も受験

できます。 

なお、受験者の成績が一定の水準に達しないときは、「合格者なし」とする場合があります。 

 

 
 
 

（１） 試験日時・会場 

区     分 日       時 会      場 

第１次 

試 験 

筆記試験 
９月２２日（日）午前１０時開始（９時４０分集

合、受け付けは９時から開始します） 
市立岸城中学校 

面接・実技試験 
１０月１９日（土）・２０日（日）の指定する日時

（詳細は筆記試験合格者に通知します） 
岸和田市役所 

第 ２ 次 試 験 
１１月１１日（月）・１２日（火）の指定する日時 

（詳細は第１次試験合格者に通知します） 
岸和田市役所 

 

  （２） 試験内容など 

① 第１次試験   

職   種 

試験内容 

筆記試験 ９月２２日（日） 面接・実技試験 

１０月１９日（土）・２０日（日） 一般教養（択一式） 専 門（択一式） 

事務職 

(上級、身体障害者：上級) 
10：00～12：30 

 

 

・集団面接（集団討論形式） 

・個人面接 

事務職  

（初級、身体障害者：初級） 
10：00～12：00 

 

 

技術職 

 （上級：土木職） 
10：00～12：30 13：30～15：30 

事務職 

 （手話通訳業務等） 
10：00～12：00  

・小論文 

・手話技能 

※ 筆記試験会場には空調設備がなく、またクールビズ期間中のため、軽装でご来場ください。 

※ 筆記試験会場には食堂がありません。午後から試験がある人は、弁当・水筒をご持参ください。 

※ 面接・実技試験の対象者は、筆記試験の成績により決定します。対象者には、筆記試験の合格

通知と面接・実技試験の案内を、それ以外の人には不合格通知を送付します。なお、合格発表は、

市ホームページにも掲載します。 

※ 第１次試験の最終合格者は、筆記試験と面接・実技試験の総合成績により決定します。 

※ 弱視者は、筆記試験を拡大コピー（Ａ４をＡ３に拡大）したもので受験できます。また、試験会場に

拡大鏡（ルーペ）を持ち込み使用することもできます。希望する人は、受験申込みの際に必ず申し

出てください。このほかに、受験に際して身体の障がいのため特に何らかの措置を希望する場合

も受験申込みの際に申し出てください。 

３．試験日時・会場・試験内容など 



② 第２次試験（第１次試験合格者のみ）   

職   種 試験内容 

事務職 

（上級、身体障害者：上級） 

小論文（90 分） 

集団面接 

事務職  

（初級、身体障害者：初級） 

技術職 

 （上級：土木職） 

事務職 

 （手話通訳業務等） 
 

      

③ 合格者の発表 

    最終合格者の発表は、１１月下旬の予定です。合否結果は受験者に郵送するほか、市ホームペ

ージでも合格者の受験番号を掲載します。なお、不合格の場合、希望者には得点、平均点、順

位を通知します。希望する場合は、受験申込書の該当欄に✔印を記入してください。 

 

 

 

 

（１） 職員採用試験申込書の請求 

    「岸和田市職員採用試験申込書」は、下記の受験申込先（市役所旧館２階人事課）でお渡し

します。申込書を郵送で請求する場合は、封筒の表に「受験する職種名」を必ず記入し、

｢試験申込書請求｣と朱書のうえ、返信用封筒｛定型のもの（長３サイズなど）に住所・氏名・

郵便番号を明記し、９０円切手をはる。｝を同封してください。 

    ＊ 岸和田市ホームページ（http://www.city.kishiwada.osaka.jp/）職員・アルバイト採用情報

からもダウンロードできます（ダウンロードした申込書は両面印刷して使用すること）。 

 

（２） 受験申込・問合先 

   岸和田市岸城町７－１ （〒596－8510） 

岸和田市役所 市長公室 人事課 （電話 ０７２－４２３－９４１２ ) 

 

（３） 受付期間（土・日曜日は除く） 

     平成２５年８月３０日（金）～９月５日（木） 午前９時から午後５時３０分まで 

 

（４） 提出書類 

①職員採用試験申込書（たて４cm×よこ３cm の顔写真を貼ってください） 

②受験票（たて４cm×よこ３cm の顔写真を貼ってください）  

※ ①②の顔写真は同じものを貼ってください。 

③

※ 合否通知は、簡易書留で送付します。  

合否通知用封筒{定型のもの（長３サイズなど）に住所・氏名・郵便番号を記入し、切手３８０

円分を貼付しておいてください} 

④状況確認書 ※事務職（身体障害者：初級・上級）を受験の方のみ提出してください。 

  

（５） 注意事項 

① 職員採用試験申込書は、必要事項を記入し、なるべく本人持参のうえ、上記受験申込先

（市役所人事課）に提出してください。郵便で申し込む場合は、封筒の表に「受験申込書

在中」と朱書するとともに、上記（４）の提出書類に加え、受験票返信用封筒｛定型のもの

（長３サイズなど）に住所・氏名・郵便番号を記入し、３８０円切手を貼付。｝を必ず同封し

てください。９月４日（水）までの消印のあるものに限り受け付けます。 

４．受験手続 



② 岸和田市ホームページからダウンロードした申込書は必ず両面印刷してから、必要事項

を記入してください。 
③ 申込書の記載事項に不備のある場合には、お返しする場合がありますが、このために 

 生じた遅延等については責任を負いませんので受験手続には十分ご注意ください。 
④ 受験票は、受付時に交付します。試験当日に必ず持参してください。 
⑤ 試験に関する一切の提出書類はお返ししません。 

 
 
 
 

 

① 採用時期   平成２６年４月１日予定 

 

② 給   料   市条例により支給します。 

（参考）平成２５年４月採用者の場合の初任給月額は、次のとおりです。 

① 大卒 １８０,６００円 ② 高卒 １５１,３００円 

※ 初任給は、採用前の経歴等より加算される場合があります。 

※ 諸手当：地域手当、扶養手当、通勤手当、時間外手当等を支給します。 

 

③ 勤務時間   午前９時～午後５時３０分（休憩時間：４５分） 

※ 勤務場所によって異なる場合があります。 

 

④ 第１次試験、第２次試験とも、合格者の受験番号を市ホームページに掲載します。 
 

⑤ 受験資格がない者及び申込書の記載が正しくないことが判明した場合は、合格を取り消すことが

あります。また、採用後においても免職されることがあります。 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

◆試験当日（９月２２日）、台風による警報が出ている場合など緊急時は、試験の実施を延期することがあり

ます。その場合は、午前７時時点で実施か延期かを判断し、市ホームページ及び携帯サイトでご案内しま

す。 

市ホームページのＵＲＬは http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/4/25saiyoushiken.html 

携帯サイトは http://www.city.kishiwada.osaka.jp/mobile/soshiki/detail.php?lif_id=17663 です。 
ＱＲコードが利用できる場合は、下記のＱＲコードを使ってアクセスできます。 

 
第 1 次試験が９月２２日（日）に実施できない場合は、１０月２０日（日）に延期となります。 

この場合、すべての日程が変更となるため、あらためて受験申込者全員に通知します。 

５．そ の 他 


